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４年制

①Ｈ２４年度以降、養成課程において、知識・技術を修得。

②卒後、国家試験を受験（H27年度～）

③合格後、事業者等に就業ののち、実施可能（注）。

　（注）実地研修を受けていない行為はできない。

１年制

①Ｈ２４年度以降、『喀痰吸引等研修』を受講

③事業者（『登録特定行為事業者』）の業として、実施可能。

※　事業者、研修機関の登録事務及び経過措置対象者（違法性阻却による喀痰吸引等提供者）の認定手続については、施行日前より実施可。

『介護福祉士』が

『喀痰吸引等』の実施に至るまで

『認定特定行為業務従事者』が、

『特定行為』の実施に至るまで

②各都道府県への申請を行い、『認定特定行為業務従事者』
として『認定証』を交付ののち、

２年制

３年制

　　　　　（登録事業者の登録基準において実地研修を修了した行為に限り
　　　　　　喀痰吸引等を行わせることができる旨規定。）

①→②→③

③

①→②

※

①→②

①→②

①→

②
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（参考）喀痰吸引等の実施に至るまで～介護福祉士／介護職員の比較～ 
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現在、介護職員等として、事業者や施設に就業している場合 

②都道府県に「修了証明
書証」を添付し『認定
証』の申請を行います。 
 

 
 
 
 
 
 

都道府県庁 

④医師の指示の下、看護師等と
連携し、たんの吸引等の提供を
行うことができます。 
 

 
 
 
 
 
 

事業所・施設 
対象者宅 

③研修修了の旨等を確認し
た後『認定証』が交付され
ます。 

 
 
 
 
 
 
 

都道府県庁 

『認定特定行為業務従事者認定証』 
たんの吸引等の業務を行うための証明書です。（実施できる行為が記載されていま
す。） 

①「喀痰吸引等研修」
を受講します。（修了
後「修了証明書証」が
交付されます。） 
 
 
 
 
 
 

登録研修機関 

 
 

修了証 

現在、既に一定の要件の下でたんの吸引等の提供を行っている場合  ※通知（実質的違法性阻却通知等）の範囲に限ら

れる。 

①都道府県に知識・技能を得ている
旨の証明手続きを行います。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

都道府県庁 

特別支援学校 

施設 

自宅 

③認定された行為につき、医師の指示の下に、
看護師等と連携して引き続き、たんの吸引等
を行うことができます。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

特別支援学校 

施設 

自宅 

②都道府県で確認した後、『認定
証』が交付されます。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

都道府県庁 

『認定特定行為業務従事者認定証』 
たんの吸引等の業務を行うための証明書です。（実施できる行為が記載されていま
す。） 

（参考）喀痰吸引等の実施に至るまで ※施行準備用パンフレットより抜粋 

 
 

認定証 

 
 

認定証 


